
広島市立大学の新入生に対する消費生活出前講座の実施について 

 

１ 趣旨 

  大学における消費者教育の推進を図ることを目的として、広島市立大学の新入生を対象に、若

者の消費者トラブルに係る消費生活出前講座を実施した。 

 

２ 日時等 

 ⑴ 日時 

   令和５年４月４日（火）１５：５０～１６：００ 

 ⑵ 場所 

   広島市立大学 

 

３ 内容等 

 ⑴ テーマ 

若者の消費者トラブル―予防と対策― 

 ⑵ 講師 

   広島市市民局消費生活センター 消費者教育コーディネーター 

 ⑶ 参加者 

   広島市立大学新入生 約４００名 

 ⑷ 配布物 

   ・「広島市消費生活センター」パンフレット 

   ・「若者に知って欲しい 消費者トラブル対策マニュアル」リーフレット 

   ・若者向けクリアファイル 

   ・コンビニバック（「１８８」啓発入り） 

   ・マグネット（悪徳商法防止、センター電話番号入り） 

 

参考資料４ 



若者の消費者トラブル
～予防と対策～

広島市立大学 令和５年４月４日

広島市市民局 消費生活センター

消費者教育コーディネーター 宅見 政子



１ 消費者トラブル

２ 若者の相談事例より

（広島市消費生活センターへの相談分）

３ 成年年齢引き下げ

４ 本日の配付物について

４ 困ったらすぐに相談

本日の内容



消費生活に関するトラブル

〇商品やサービスの契約をして，
事業者とトラブルになった

〇ある製品を使ってケガをしてしまった

１ 消費者トラブル



契約とは？

契約が成立すると

お互いがその内容を守る義務が発生
→ 一方的に解約はできない

口約束でも契約は成立
契約書は,契約の事実や内容を明確にする

ためのもの



契約とは？

申込 － 承諾
お互いの合意

（商品やサービスの価格・内容等）

契約は成立



6

２０歳未満 ２０歳代

デジタルコンテンツ デジタルコンテンツ
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健康食品 エステティックサービス
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２ 若者の消費生活相談件数トップ５
（商品・サービス別）

令和２年度分まとめ



18歳

SNS閲覧中に出てきた広告から移動した
通販サイトで、一回きりだと思って除毛
クリームを購入したら、定期購入になっ
ていた。注文時には、定期購入の記載は
なかったように思う。注文前の最終画面
は保存していないが、注文完了時の画面
は保存している。解約したい。

トラブルの相談事例① R４年度相談分



・解約は事業者の規約に沿って行われる。
・一度相手業者に連絡して、事情を説明し、
解約交渉を行ってみたら。

・解約交渉が進まない、連絡が取れない等
のときには、再度センターに連絡を。

補足 通信販売には、クーリングオフは
該当しません。

相談員の助言



取引内容 適用対象 期間

訪問販売
店舗外での商品・サービス・指定権利の取引
（商品とサービスの一部の例外は除く）

8日間

電話勧誘販売
業者からの電話による商品・サービス・指定権利の取引
（商品とサービスの一部の例外は除く）

8日間

特定継続的役務提供
５万円を超えるエステ・美容医療・語学教室・家庭教師・学
習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービスを一定期間継
続する契約（店舗契約を含む）

8日間

連鎖販売取引
（マルチ商法）

すべての商品・サービス（店舗契約を含む） 20日間

業務提供誘引販売取引
（内職・モニター商法）

すべての商品・サービス（店舗契約を含む） 20日間

訪問購入

原則すべての物品
【対象外】自動車（二輪を除く），家具，家電（携帯が容易な
ものを除く），本，CD，DVD，ゲームソフト類，消費者自ら自
宅での契約締結等を請求した場合など

8日間

「クーリング・オフ制度」とは



・初回お試し価格は、定期購入が条件でないか

・返品や解約ができるか

規約は、目立たない離れた場所や

小さな文字で書かれている場合も！

初めて購入するサイトは
販売条件を必ず確認！

ポイント

ネット通販では販売条件（規約）を確認しましょう！



トラブルの相談事例② R４年度相談分

１９歳

サイトを閲覧していたら、突然、「入会あ
りがとうございました」と表示され４０万
円を請求された。誤って入会した場合、退
会メールを送るようにとあったので、メー
ルを送った。解約に必要だからと言われ、
住所、氏名等を教えてしまった。支払う必
要があるのか。



・同様の事例について情報提供。
・このような画面が出ても、今後は無視
するように。

・請求されたお金を支払う必要はない。
・伝えてしまった個人情報はとり返すこ
とができないので、メールアドレスは
変更した方がよい。

・今後、不審な電話などに注意して困っ
たらすぐにセンターに連絡を。

・しつこい場合は、警察に相談すること。

相談員の助言



架空請求詐欺・ワンクリック詐欺の対応

・利用の事実もないのに、「有料サイトの利用
料金が未納です。」等のメールが届く。

・アクセスしただけなのに「登録完了」となって、
高額請求がきた

⇩
お金を払わない！
連絡しない！
むやみにクリックしない！



トラブルの相談事例③ R４年度相談分

２２歳

１年居住した賃貸アパート退去時に、修繕
費１０８，８００円から敷金５５，０００
円を差し引いた６３，８００円を請求され
た。ハウスクリーニング代・エアコンク
リーニング代・鍵交換費用などが含まれて
いるが全部払わなければいけないか。



・経年劣化・通常損耗は貸主負担であり、
これを超える損耗部分が借主負担で経過
年数による負担割合を加味するのが基本
的な考え方である。

・国交省がガイドラインを示しているので
これを参考に管理会社と交渉してみると
よいのでは。

・ハウスクリーニング代・エアコンクリー
ニング代・鍵交換費用負担について契約
内容に記載があるかどうか確認する必要が
あるが、通常損耗を超えた部分の請求であ
れば、国交省のガイドラインに従い減額交
渉してみてはどうか。

相談員の助言



退去時のトラブルを防ぐために



契約書の確認が重要



３ 成年年齢引き下げ
２０２２年４月１日から１８歳は成年となった

成年になったら、消費生活においてできることは

★親の同意がなくても、原則１人で契約できる

・携帯電話の契約

・ローン契約

・クレジット契約（カードをつくる)

・１人暮らしの賃貸借契約など

※ただし、飲酒・喫煙・ギャンブルは20歳まで
禁止されます。



未成年者取消権について

未成年者が不利益をこうむらないよう

→法律で未成年者には取消権が認められます
・法定代理人（親権者）の同意を得ていない契約（法律行為）
は取消すことができます。

・未成年者取り消しは，未成年者自身からでも，法
定代理人（親権者）からでもできます

・受け取った商品があれば事業者に返品し，事業者に
支払った代金があれば返金されます



未成年者取消権について（注意点）

取り消せないケース（一例）

・小遣いの範囲の少額な契約
・「成人です」と積極的にウソをついたとき
・「法定代理人（親権者）の同意があります」とウソを
ついたとき



新成人は狙われる？

社会経験が乏しく、保護がなくなったばかりの成年を
狙い撃ちにする悪質業者が・・・

・安易に契約を交わすと
トラブルに巻き込まれるかも・・・

「未成年者取消し」は、もうできない!!

※18歳未満の者は未成年者であり、従来と変わりません。

契約を結ぶのは自分
その契約に対して責任を負うのも自分

契約に関する知識を身につけ、契約をする前には契約の内容や
条件を納得するまで確認しましょう。



４ 本日の配付物について



本日の配付物について



本日の配付物について



本日の配付物について

クリアファイルとマグネット
（連絡先等も記載あり
いざというときに活用を）



相談する勇気をもとう
（一人で抱えたままにしない）

・家族に相談する
・学生支援室や先生に相談する
・消費生活センターに相談する

（相談は無料、秘密厳守）

５ トラブルに遭ったときには



☎ 188（嫌や！泣き寝入り）

消費者ホットライン

広島市消費生活センター

☎ 082-225-3300

すぐに相談

消費者庁
消費者ホットライン１８８イメージキャラクター

「イヤヤン」

ご清聴ありがとうございました


